
丸亀市飯綾商工会では、平成１７年４月の合併以降、商工会会員の皆様の意向と

利便性を最優先に考慮し、飯山本所及び綾歌支所の２ケ所体制による運営を行って

まいりましたが、昭和４６年に建設された現・本所会館（飯山）の老朽化の進行や、

職員の分散配置による業務面での効率性の問題から、現在の事務所体制を維持し続

けることは非常に厳しい状況です。

つきましては、令和５年４月１日より本所を飯山から綾歌に移転（令和４年５月

２４日開催の第１８回通常総会にて可決承認）し、全職員を綾歌本所に集約するこ

とで、今後の事務局体制強化と会員サービスのより一層の向上に努めてまいります。

なお、飯山地区の会員の皆様には大変ご不便をおかけすることとなりますが、何

卒ご理解ご協力賜りますようお願い申し上げます。

商工会本所移転のお知らせ

令和５年４月より本所機能を綾歌に移転・集約します！

会員事業所の皆様へ

【住 所】〒761-2405 香川県丸亀市綾歌町栗熊西1638

【電 話】0877-86-2156（４月１日以降も変更ありません）

【ＦＡＸ】0877-86-5399（４月１日以降も変更ありません）

令和５年１月


